
 

千葉市では、令和６年能登半島地震で被災された方への市営住宅の提供を開始しますので、

お知らせします。  

 

１ 趣旨 

令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地震によって、北陸地方を中心とした地

域では甚大な被害を受けたことに伴い、千葉市では下記のとおり被災された方へ市営住宅

の提供を開始します。 

 

２ 概要 

（１）対象者 

   令和６年能登半島地震により居住していた住宅が全壊または半壊等の被害を受け、現

に住宅に困窮している世帯 

（２）提供戸数および家賃等 

ア 戸数 ５戸（一時避難所として高浜第３団地ほか４戸を提供予定） 

イ 家賃 無料 

ウ 期間 ６カ月以内（必要に応じて１年間まで更新可能） 

（３）募集期間 

令和６年１月９日（火）から 

※募集戸数に達し次第、申し込みを締め切ります。 

（４）申し込み方法 

千葉市住宅供給公社へ事前に電話で希望する住宅を確認の上、郵送、ＦＡＸまたは 

Ｅメールで申し込み 

【申し込み先】 

千葉市住宅供給公社 入居支援班 

電 話 ０４３－２４５－７５１５（平日８：３０～１７：３０） 

ＦＡＸ ０４３－２４５－７５１７ 

Ｅメール gyomu@cjkk.or.jp 

（５）市ホームページ 

【URL】https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseibi/index.html 

 

３ 今後の対応 

  提供戸数については、応募状況に応じて追加を検討します。 

 

 

 

 
令和６年１月５日 
都市局建築部 
住宅整備課 
電話 ２４５－５８５０ 
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